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田原本駅前広場イルミネーション業務公募型プロポーザル実施要領 

 

 

この要領は、田原本駅前広場イルミネーション業務（以下「本件業務」という。）の受託事業

者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続及びその他必要な事項を定め

るものとする。 

 

１．本件業務の趣旨 

田原本駅前広場にイルミネーション装飾し、町民及び来街者が駅前空間を創出し来訪させ

ることにより、田原本駅周辺における観光振興や駅前商店街の活性化を図ることを目的とし

た業務であり、南北シェルター部のＬＥＤライトの新設設置と東西シェルター部のＬＥＤラ

イトの追加設置及びシンボルツリーのＬＥＤライトの追加設置における調和を図った田原本

駅前広場全体のイルミネーション装飾デザイン施工及び四季毎の装飾デザインの提案を求め

る業務である。 

 

２．本件業務の概要 

(1) 業 務 名    田原本駅前広場イルミネーション業務 

(2) 業 務 内 容    別に定める仕様書のとおり 

(3) 契 約 期 間    契約締結日から令和元年９月２０日（金）まで 

(4) 契約上限額    ３，０００，０００円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 

            ・南北シェルター部のＬＥＤライトの新設設置（１０，０００球以上）、

東西シェルター部及び駅舎部のＬＥＤライトの追加設置（６，００

０球以上）及びシンボルツリーのＬＥＤライトの追加設置（８００

球以上）に伴う費用一式 

※イルミネーション球数の必須条件であるが、配置、配色、

点滅等については、本件業務のイルミネーション装飾提案

に基づくものとする。 

※ＬＥＤライトの保護等級はＩＰＸ４以上とする。 

            ・今回設置するイルミネーション装飾が既存イルミネーションと調和

するイルミネーション装飾デザインの提案と次期予定の四季毎のイ

ルミネーション装飾デザインの提案（上限２，０００，０００円（消

費税及び地方消費税に相当する額を含む。））及びその整備発注に

おける仕様書の作成一式 

※次期予定の四季毎のイルミネーション装飾の設置は本件業

務に含まない。 

３．参加資格 

このプロポーザルへの参加資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号及び第２項各

号に規定する者に該当しないこと。 

(2) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ
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れている者（民事再生法に基づく再生手続開始決定がなされている者又は会社更生法に基

づく更生手続開始決定がなされている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全

でないこと。 

(3) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力

団関係事業者（法人でその役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は自然人で

使用人のうちに暴力団員のあるものをいう。）でないこと。 

(4) 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有していないこと。 

(5) 国税及び市区町村税を滞納していないこと。 

(6) 田原本町工事等契約に係る入札等参加停止措置要領（平成２５年８月田原本町告示第４

３号）第３条第１項の規定に基づく入札等参加停止措置を受けていないこと。 

 (7) 田原本町政治倫理条例（平成１１年１２月条例２５号）第４条第１項に該当する者では

ないこと。 

 

４．日程 

このプロポーザルに関する主な日程の概略は、次のとおり。 

参加申込の受付開始  令和元年７月１１日（木） 

質疑の受付締切  令和元年７月１８日（木）午後５時まで 

質疑の回答（ホームページにて）  令和元年７月２２日（月） 

参加申込の受付締切  令和元年７月３０日（火） 

第１次審査（書類審査）（４者以上の申込が

あった場合） 

令和元年８月 ２日（予定） 

第１次審査結果通知 令和元年８月 ５日（予定） 

第２次審査（プレゼンテーション） 令和元年８月 ９日（予定） 

第２次審査結果通知  令和元年８月 中旬（予定） 

契約締結  令和元年８月 下旬（予定） 

 

※日程につきましては、あくまでも予定であり、変更となる場合があります。 

 

５．参加申込の方法 

このプロポーザルへの参加を希望する者は、田原本町ホームページから必要書類等をダウ

ンロードし、次のとおり必要書類等を提出すること。 

(1) 受付期間 

令和元年７月１１日（木）から令和元年７月３０日（火）まで。 

ただし、土日祝日を除く。 

(2) 受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

(3) 受付場所 

田原本町役場 産業建設部 土木管理課 

(4) 提出方法 
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持参に限る。 

(5) 提出書類 

① 参加申込書（様式第１号） 

② 会社概要（様式第２号） 

③ 業務実績報告調書（様式第３号）※過去５年間 

④ 業務実施体制（様式第４号） 

⑤ 見積書（任意様式） 

  ・仕様書の内容を満足するＬＥＤライトの設置に伴う費用一式 

・今回設置するイルミネーション装飾が既存イルミネーションと調和するイルミネー

ション装飾デザインの提案費用一式 

・次期予定の四季毎のイルミネーション装飾デザインの提案とその整備発注における

仕様書の作成費用一式 

※数量・明細・根拠が分かるようにすること。 

⑥ 登記事項証明書（履歴事項証明書） 

発行日から３ヶ月以内のものに限る。 

⑦ 直近１年間の財務状況がわかる書類（貸借対照表及び損益計算書等） 

⑧ 国税についての納税証明書（国税：様式その３の３） 

発行日から３ヶ月以内のものに限る。 

⑨ 主たる事務所の所在地の市区町村税についての滞納がない旨の証明書 

発行日から３ヶ月以内のものに限る。 

⑩ 提案書提出書（様式第７号） 

⑪ 提案書表紙（様式第８号） 

⑫ 一般事項評価に関する提案書（様式第９号） 

⑬ デザイン性の評価に関する提案書（様式第１０号） 

企画提案書のページ数は、提案書表紙を含めて２０ページ以内とし、両面印刷の場合

は１０枚までとする。 

ア 企画提案書は、説明を要せずとも理解できる内容・表現で作成（イメージ図や写真

添付可能）し、各ページにページ番号を記入すること。 

イ 仕様書に掲げる内容を盛り込んだ企画提案書を作成すること。  

(6) 提出部数 

１０部（正本１部、副本９部） 

副本については、全ての書類において事業者を特定できる情報（会社名、代表者氏名、

住所等）を削除して提出すること。また、副本については、町において複写する場合があ

るため、１部は製本しないこと。 

なお、提出書類については、正本には全て原本を添付するものとし、副本にはその写し

の添付で可とする。 

 

６．質疑の受付及び回答 

本件業務に係る仕様書等の内容に質疑が生じた場合は、次のとおり質疑書を提出すること。

ただし、質疑の回数は、１参加者につき１回までとする。 

(1) 受付期間 
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令和元年７月１１日（木）から令和元年７月１８日（木）まで 

ただし、土日祝日を除く。 

(2) 受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

(3) 提出方法 

下記宛先に電子メールにて質疑書（様式第５号）を提出し、質疑書の提出後、必ず電話

にて着信確認を行うこと。なお、電話や来庁による質疑等、規定の方法以外による質疑は

受け付けない。 

 田原本町 産業建設部 土木管理課 （担当：立川・森） 

Ｔｅｌ：０７４４－３４－２１１５（直通） 

E-Mail：dobokukan@town.tawaramoto.nara.jp 

(4) 回答方法 

質疑があった場合は、令和元年７月２２日（月）までに町ホームページにて回答する。 

 

７．選定方法 

選定に係る審査は、田原本駅前広場イルミネーション業務公募型プロポーザル審査委員会

（以下「審査委員会」という。）が行う。 

(1) 審査 

① 第１次審査（書類審査） 

  審査委員会は、下記(4)に定める評価基準に基づき提出書類を審査して評価を行い、評

価点数（１００点満点）の合計が高い者から３者を第２次審査のプレゼンテーション対

象者として選定する。ただし、参加者が３者以下の場合は、第１次審査を省略するもの

とする。 

第２次審査のプレゼンテーション対象者として選定した参加者に対しては、選定した

旨を通知し、選定しなかった参加者に対しては、選定しなかった旨を通知するものとす

る。この場合において、参加者は、審査結果に関する問合せ・異議申立て等は一切でき

ないものとする。 

② 第２次審査(プレゼンテーション) 

プレゼンテーション対象者は、提出した企画提案書に基づきプレゼンテーションを行

うものとする。 

審査委員会は、プレゼンテーションにおいて下記(4)に定める評価基準に基づき審査を

行い、各審査委員から最も高い評価点（１００点満点）を最も多く得た者を受託候補者

とする。各審査委員から最も高い評価点を最も多く得た者が複数あった場合は、その中

で全審査委員の評価点の合計点が最も高い者を受託候補者とする。さらに全審査委員の

評価点の合計点が最も高い者が複数あった場合は、その中から審査委員の多数決により

受託候補者を選定する。 

また、受託候補者に決定した者に次いで高い評価を得た者１者を次点候補者に選定す

る。 

受託候補者及び次点候補者に対しては、その旨を通知し、選定しなかった者に対して

は、選定しなかった旨を通知するものとする。 

プレゼンテーション対象者は、審査内容及び審査結果に関する問合せ・異議申立て等

mailto:dobokukan@town.tawaramoto.nara.jp
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は一切できないものとする。 

受託候補者については、選定後、速やかに町ホームページにおいて公表するものとす

る。 

 (2) 第２次審査における最低基準点 

  各審査委員の評価点の平均点が、１００点満点の６割以上であることを最低基準点と

し、最低基準点に満たない場合は、受託候補者及び次点者を選定しない。 

(3) 第２次審査における審査対象者が１者の場合の取扱い 

審査対象者が１者であった場合でも審査を行い、最低基準点を満たした場合は、当該

審査対象者を受託候補者に決定し、その旨を通知するものとする。 

 (4) 評価基準 

各審査の評価項目、評価事項及び評価点は、次のとおりとする。 

 

 

（第１次審査及び第２次審査）（１００点満点） 

評価項目 評価事項 評価点 

一
般
事
項 

※
１ 

田原本駅利用者等に対する安全への配慮がなされているか。 
１０ 

四季毎のイルミネーション変更に伴う作業は容易であるか。 
１０ 

工程及び作業内容が明確に示されており、実現可能なスケジュー

ル・組織体制となっているか。 
１０ 

デ
ザ
イ
ン
性 

※
２ 

田原本町に合うイルミネーション装飾デザインとなっているか。 １５ 

次期設置するイルミネーションが、四季折々を感じられるイルミネ

ーション装飾デザインとなっているか。 
２０ 

既存、今回設置するイルミネーション及び次期設置するイルミネー

ションの調和が図られているか。 
２０ 

業
務
の
実
現
性 

※
３ 

過去の類似業務等の実績から、確実に委託業務を遂行できる能力・

経験を有しているか。 
５ 

財務状況は健全であるか。また、委託業務を実施できる財務能力を

有しているか。 
５ 

見積額が合理的かつ経済性に優れているか。 ５ 

※１，２  ・・・第１次審査は書類審査のみとし、第２次審査（プレゼンテーション及び質

疑応答）にて再評価を行う。 

※３    ・・・第２次審査の評価は、第１次審査を実施した場合は、その評価点を用いる

ものとする。なお、第１次審査を省略した場合は、第２次審査において審

査の上、評価する。 
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８．第２次審査（プレゼンテーション） 

第２次審査対象者は、あらかじめ提出した企画提案書に基づき、次のとおりプレゼンテー

ションを行う。 

(1) 日時 

令和元年８月９日（予定） 

詳細については、第２次審査対象者に別途通知する。  

なお、遅刻又は欠席した場合は、参加申込みを辞退したものとみなす。 

(2) 場所 

田原本町役場３階 理事者控室 

(3) プレゼンテーション実施者 

第２次審査対象者１者につき３名以内とする。なお、プレゼンテーションは、本件業務

に直接携わる者が実施すること。 

(4) 実施時間 

プレゼンテーション ２０分 

質疑応答      １５分程度 

ただし、準備等にかかる時間は含まない。 

(5) その他 

① プレゼンテーションの内容は、あらかじめ提出した企画提案書の記載内容と同一とし、

追加資料等の使用は不可とする。 

② 公正な審査を行うため、事業者を特定できる情報（会社名等）を伏せてプレゼンテー

ションを行うこと。 

③ プロジェクター、スクリーン、パソコン等の機材を使用したプレゼンテーションも可

とするが、必要機材については、あらかじめ連絡の上、第２次審査対象者において用意

すること。 

④ プレゼンテーションは、非公開で行う。 

 

９．参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、当該参加者を失格とする。失格となった参加者は、以後

の審査に参加することができないものとし、既に審査が終了している場合は、当該参加者の

審査結果を無効とする。 

(1) 前記３の参加資格を満たさなくなったとき。 

(2) 故意又は重大な過失により提出書類に虚偽の記載があったとき。 

(3) 書類の提出期限その他この要領の記載事項を遵守しなかったとき。 

(4) 見積額が契約上限額を超えるとき。 

(5) 審査の公平性を害する行為があったときその他受託候補者として不適格と認められると

き。 

 

１０．契約に関する事項 

(1) 契約の締結 

受託候補者と町が協議し、企画提案書による提案内容を基本として本件業務に係る仕様
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を確定させた上で、改めて見積書の提出を求め、予算の範囲内で契約を締結する。 

受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と協議するものとする。 

(2) 仕様書の内容は、企画提案書による提案内容を基本とし、受託候補者と町との協議によ

り最終的に決定する。 

(3) 受託者が契約書に記載した内容を履行できない場合には、町に対し、違約金を支払わな

ければならない。また、受託者が本件業務の履行に関して、町に損害を与えたときは、町

に対し、その損害を賠償しなければならい。 

 

１１．その他 

(1) このプロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

(2) 参加者から提出された書類等の修正、差し替え等は、一切認めない。 

(3) 同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は、受け付けない。 

(4) 参加者から提出された書類等は、返却しない。 

(5) 参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、このプロポーザルの実施

及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、町は無償で当該著作権を使用できるもの

とし、参加者は、町に対して当該著作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。 

(6) このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、田原本町情報公開条例（平成

１１年１２月田原本町条例第２２号）に基づき、参加者から提出された書類等を開示する

ことがある。 

(7) このプロポーザルへの参加を辞退する場合は、遅滞なく辞退届（様式第６号）を提出す

ること。 

 

１２．問い合わせ先 

〒６３６－０３９２  奈良県磯城郡田原本町８９０番地の１ 

田原本町 産業建設部 土木管理課  担当：立川・森 

Ｔｅｌ：（０７４４）３４－２１１５ 

Ｆａｘ：（０７４４）３２－２９７７ 

E-Mail：dobokukan@town.tawaramoto.nara.jp 
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（様式第１号） 

 

田原本駅前広場イルミネーション業務公募型プロポーザル参加申込書 

 

 

田原本駅前広場イルミネーション業務公募型プロポーザルに参加したいので、関係書

類を添えて申し込みます。 

なお、この参加申込書及び関係書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓

約します。 

 

 

令和元年  月  日  

 

田原本町長 森 章浩 様 

 

 

提出者       住 所 

会社名 

代表者職・氏名                 印 

 

連絡先担当者  所属・職・氏名 

電話番号 

FAX番号 

Eメール
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（様式第２号） 

会 社 概 要 

 

 会社概要については、次のとおりです。 

会社名 
 

代表者名（職・氏名） 
 

所在地 
 

電話番号 
 

資本金 
 

設立年月日 
 

従業員数 
 

 

 

 

 

主要業務 

 

 

 

 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL  

※会社のパンフレットがある場合は、添付してください。（※正本にのみ添付） 
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（様式第３号） 

業務実績報告調書 

 

会社名               

 

 業務実績については、次のとおりです。                          （単位：千円） 

年度 委託元 金額 業務内容 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

※ 過去５年間の実績を記載してください。 
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（様式第４号） 

業務実施体制 

会社名                  

１ 総括責任者 

氏名・年齢                           （   歳） 

現在の所属・役職                               

本業務において予定する業務内容                        

主な業務経歴（直近５年以内のもの） 

委託元 業務名 従事期間 役職 

    

    

    

 

２ 主たる担当者 

氏名・年齢                           （   歳） 

現在の所属・役職                               

本業務において予定する業務内容                        

主な業務経歴（直近５年以内のもの） 

委託元 業務名 従事期間 役職 

    

    

    

 

３ 業務従事人数（総括責任者及び主たる従事者を除く） 

            名 
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(様式第５号) 

令和元年  月  日 

質  疑    書 

 

                       住  所 

会社名 

代表者職・氏名                  

            担当者氏名 

            TEL番号 

            FAX番号 

            Eメール 

件名  田原本駅前広場イルミネーション業務の質疑 

質 問 事 項 

 

質疑がない場合は、提出の必要はありません。 
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（様式第６号） 

令和元年  月  日 

辞  退  届 

 

 

田原本町長  森 章浩 様 

 

 

住 所               

会社名               

                            代表者 職・氏名           

 

 

 

 

令和元年     月     日付で参加申込いたしました田原本駅前広場イルミネーシ

ョン業務公募型プロポーザルについて、参加を辞退いたします。 

 

 

 

辞退理由                                
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（様式第７号）    

                          令和元年  月  日 

 

公募型プロポーザル業務提案書提出書 

 

田原本町長 

森 章浩 様 

 

                   所在地 

                   商号又は名称 

                   代表者氏名            印 

 

             

 田原本町が発注する下記業務委託に関わる公募型プロポーザルの業務提案書を提

出いたします。 

 

記 

 

１．業務名   田原本駅前広場イルミネーション業務 

 

２．添付業務提案書 

・ 一般事項評価に関する提案書 

・ デザイン性の評価に関する提案書   
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（様式第８号） 

                              

 

 

 

 

業 務 提 案 書 

 

田原本駅前広場イルミネーション業務 

公募型プロポーザル 

 

 

 

 

 

令和元年   月   日 
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（様式第９号） 

 

 

一般事項評価に関する提案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記入欄が不足する場合は、適宜様式を追加して記入のこと。           
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（様式第１０号） 

 

 

デザイン性の評価に関する提案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記入欄が不足する場合は、適宜様式を追加して記入のこと。                      


